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（平成24年4月1日現在）

組織数

【補足説明】 
 大阪府より権限移譲された事務の一部を平成24年1月1日
から内部組織を南河内３市２町１村で共同設置して行うこと
になりました。 
 そこで、共同設置して行うための組織として健康増進部及
び地域福祉部に広域福祉課、都市建設部に広域まちづくり
課を設置しました。 
 なお、広域福祉課については、共同設置する課は、１課で
すが、本市の業務内容から２課として設置するものです。 
 よって、「組織数」欄の課（場・館）の数は、２課としてカウン
トしています。 


